
保振社振 19 第 355 号 

平成 19 年 9 月 28 日 

株式会社 証券保管振替機構 

 

郵政民営化関連法の施行に伴う社債等に関する業務規程の一部改正について 

 

 

１．改正の趣旨 

郵政民営化を内容とする郵政民営化関連法が本年 10 月 1 日に施行されることに伴い、別

紙のとおり「社債等に関する業務規程」の一部を改正することとする。 

 

 

２．改正の概要 

郵政民営化関連法の施行による社債等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号）第

44 条第 1項の改正に伴い、所要の規定の整理を行う。 

 

 

３．施行日 

平成 19 年 10 月 1 日から施行する。 

 

 

以 上 


